
ポイント取得項目 対　象　者 ポイント付与数ポイント付与条件

健康診断の受診 35才以上の被扶養者・任意継続
加入者

ネットワーク健診・巡回健診・
特定健診の受診 200

歯科健診の受診者 歯科健診を受診した被保険者

東海４県統一歯科健診の受診 300

特定保健指導の受診

優良健康人

特定保健指導対象の
被保険者・被扶養者 200

歯科健診を受診し、補助金の申請

特定保健指導の受診完了

300

500

200

200
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海外勤務者を除く35歳以上の
被保険者

被保険者・被扶養者の参加者

被保険者・被扶養者の参加者

設定目標を達成した健康
ウォークWeb版参加者

開催期間中に別紙案内に記載の設定
目標を達成した

35歳以上で生活習慣病健診を受診し、
保健指導の対象者にならず、なおかつ
年度内に生活習慣病の診療受診がない

健保連主催の
健康ウォーク

当健保主催の
ウォーキングイベント

イベントの
案内に記載

イベントに参加し、開催期間中
ウォーキングを継続

イベントに参加し、開催期間中
ウォーキングを継続

サンゲツ健康保険組合加入者の皆さまへ
〈2023.4 より開始〉

＜個人情報の取り扱いに関する情報提供＞
個人情報の取り扱いに関して被保険者等から相談があった場合は、個別具体的事情に即して真摯に対応することとします。

サンゲツ健保ヘルスケアポイント制度
を活用して、健康づくりに取り組みましょう！

各種健診の受診やウォーキングイベント参加など、健康づくりに取り組んでいただくと、ヘルスケアポイントが
貯まり、ポイントはホームページ上の「家庭用常備薬等の販売」で紹介している医薬品や健康関連グッズ等の
購入に1ポイント1円として使用できます。家族間で、被扶養者のポイントを被保険者へ移行し、合算して使用
することもできます。巡回健診のオプション項目の受診にも使用できます（被保険者のポイント使用可）。
ポイントの有効期間は、付与された日の属する年度末より5年間有効です。
※資格喪失をした場合、資格喪失した翌年度末にポイントは消失されますのでお早めにご使用ください。
健診受診やウォーキングイベント参加等に対して、付与されるポイントは下記の「ヘルスケアポイントの取得項
目一覧」でご確認ください。

■サンゲツ健保 ヘルスケアポイントの取得項目一覧

「サンゲツ健保　ヘルスケアポイント付与制度」について、ご案内します。

ポイントの移行依頼は、サンゲツ健康保険組合までご連絡ください。
（被保険者への移行、巡回健診に使用のための移行の場合）

ポイント付与条件に応じたポイントを随時サイトへアップしています。
ヘルスケアポイントの確認・利用は管理サイト「健向Navi」から可能です。「健向Navi」を利用する
には、利用者登録が必要です。

ポイントの
確認利用に
ついて

URL:https://member.
        amano-kkjin.com/
        member_web/auth/

健向 Navi 検 索


